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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  アクティブ領域内での表示画面に乱れが生じ
ることを防止すること。
【解決手段】  透明基板上にカラーフィルタ１４が形成
されているカラーフィルタ基板と、このカラーフィルタ
基板にその周辺領域においてシール部材によってシール
されて対向配設された対向基板と、これらカラーフィル
タ基板、対向基板及びシール部材によって画成された空
間に、液晶２と、スペーサ１８とが注入されてなる液晶
表示装置において、前述のカラーフィルタ基板に設けら
れているカラーフィルタと、前記シール部材との最短距
離を、スペーサの平均半径よりも短くしてある。このよ
うにすることで、カラーフィルタの段差の影響を実質的
に受けないので、アクティブ領域内の表示品質を、確実
に保つことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明基板上にカラーフィルタが形成され
ているカラーフィルタ基板と、該カラーフィルタ基板に
その周辺領域においてシール部材によってシールされて
対向配設された対向基板と、これらカラーフィルタ基
板、対向基板及びシール部材によって画成された空間
に、液晶と、スペーサとが注入されてなる液晶表示装置
において、
前記カラーフィルタ基板に設けられているカラーフィル
タと、前記シール部材との最短距離を、スペーサの平均
半径よりも短くしてあることを特徴とする液晶表示装
置。
【請求項２】  前記カラーフィルタの端部が、前記シー
ル部材と接触していることを特徴とする請求項１に記載
の液晶表示装置。
【請求項３】  前記透明基板と、前記カラーフィルタと
の間に反射膜を有しており、
該反射膜の端部が前記シール部材と接触していることを
特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記透明基板と、前記カラーフィルタと
の間に拡散層を有しており、
該拡散層の端部が前記シール部材と接触していることを
特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】  前記透明基板と、前記カラーフィルタと
の間に反射膜と、拡散層とを有しており、
該反射膜又は拡散層の双方又はいずれか一方の端部が前
記シール部材と接触していることを特徴とする請求項１
又は２に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、液晶表示装置に
関し、特に、カラー液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】カラー液晶表示装置は、通常、カラーフ
ィルタ基板と、これにシール部材でシールされて対向配
置している対向基板と、これら両基板間の空間に封止さ
れた液晶とで主として構成された液晶パネルを具えてい
る。通常、カラーフィルタ基板は、透明基板の対向面上
にカラーフィルタ及びＩＴＯ共通電極（共通ＩＴＯ膜）
が設けられた構成となっており、他方、対向基板は、透
明基板の対向面上にＩＴＯ対向電極（対向ＩＴＯ膜）が
設けられた構成となっている。
【０００３】例えば、カラーＳＴＮ液晶パネルの場合に
は、これら両電極間にＳＴＮ液晶分子を用いて、電極に
印加する電圧を制御することによって、透過光の量を変
化させて、画像を作り出している。
【０００４】この液晶が封止されているセルの間隔、す
なわち液晶層の厚みは、一般に、セルギャップと定義さ
れている。そして、このセルギャップが一定の値でない
と、液晶層の厚みが部分的に異なり、表示ムラが発生す
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る。セルギャップは、液晶の基本的な光学上の数値であ
るリタディション（ｏｐｔｉｃａｌ  ｐａｔｈ  ｄｉｆ
ｆｅｒｅｎｃｅ）を決める重要なファクタである。した
がって、このことにより、セルギャップは、光透過率、
コントラスト比、応答速度などの表示特性に影響を与え
ることが知られている。よって、セルギャップを制御す
るということは、重要な課題となる。
【０００５】このセルギャップを均一にするためには、
セルギャップ自体が、５μｍ乃至６μｍというような薄
さなので、液晶層の間に柱の役割をする部材、すなわち
スペーサを配置する方法が、採用されている。このスペ
ーサは、大きさ約４μｍ乃至５μｍという平均直径を有
する球状体のものである。そして、このスペーサは、例
えば１ｍｍ2当たり、約７０～２００個程度液晶中に混
入させてセル内部に分散させている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】一般に、このスペーサ
を使用した、液晶表示装置は、アクティブ領域内と、ア
クティブ領域外とでは、異なる構成になっている。アク
ティブ領域内では、カラーフィルタが設けられており、
アクティブ領域外では、カラーフィルタが設けられては
いなかった。
【０００７】尚、この明細書中「アクティブ領域」とい
うのは、表示品質が必要とされる場所の領域である。同
様にして、「アクティブ領域外」というのは、表示品質
が必要とさない場所の領域である。一般的には、アクテ
ィブ領域の外周部をアクティブ領域外としている。
【０００８】このため、このアクティブ領域と、アクテ
ィブ領域外との異なる点は、液晶表示装置を透明基板に
対して垂直な断面において、特に、カラーフィルタの差
分、すなわち段差として表される。
【０００９】液晶と、スペーサとが注入されたセルのセ
ルギャップは、この段差の影響によって、変動する。つ
まり、カラーフィルタの端部とシール部材との間に形成
された間隙にスペーサが落ち込んでしまう（図７は、透
明基板に対して垂直な断面を示す図であり、この態様を
示す図である。詳細は、ほぼ図１と同様なので説明を省
略する。スペーサの平均半径が、カラーフィルタとシー
ル部材（剤）との最短距離よりも短い）。よって、この
段差が無い場所、すなわちカラーフィルタを有しない場
所では、段差がある場所よりも、セルギャップが、短く
なる。この短くなったセルギャップの影響により、段差
がある場所と、段差が無い場所との界面も、影響を受け
る。したがって、段差がある場所、すなわちアクティブ
領域内においても、アクティブ領域内とアクティブ領域
外との界面付近では、セルギャップが、結果として短く
なってしまい、その結果、表示画像に乱れが生じること
になる。
【００１０】この発明は、上記の問題を鑑みてなされた
ものであり、アクティブ領域内の表示品質を、確実に保
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つことができる、液晶表示装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】この目的の達成を図るた
め、この発明の液晶表示装置は、透明基板上にカラーフ
ィルタが形成されているカラーフィルタ基板と、このカ
ラーフィルタ基板にその周辺領域においてシール部材に
よってシールされて対向配設された対向基板と、これら
カラーフィルタ基板、対向基板及びシール部材によって
画成された空間に、液晶と、スペーサとが注入されてな
る液晶表示装置において、前述のカラーフィルタ基板に
設けられているカラーフィルタと、前述のシール部材と
の最短距離を、スペーサの平均半径よりも短くしてあ
る。
【００１２】このようにすると、カラーフィルタの段差
の影響を受けることが、実質的に無くなるので、アクテ
ィブ領域内の表示品質を、確実に保つことができる。
【００１３】また、前述の構成に加えて、前述のカラー
フィルタの端部と、前述のシール部材とを、実質的に接
触させてあると良い。
【００１４】このようにすると、さらに、確実にアクテ
ィブ領域内の表示品質を、保つことができる。
【００１５】さらに、前述の透明基板と、前述のカラー
フィルタとの間に反射膜を有しており、この反射膜の端
部を、前述のシール部材と実質的に接触させてあると良
い。
【００１６】このようにすると、さらに、確実にアクテ
ィブ領域内の表示品質を、保つことができる。
【００１７】さらに、前述の透明基板と、前述のカラー
フィルタとの間に拡散層を有しており、この拡散層の端
部を、前述のシール部材と実質的に接触させてあると良
い。
【００１８】このようにすると、さらに、確実にアクテ
ィブ領域内の表示品質を、保つことができる。
【００１９】さらに、前述の透明基板と、前述のカラー
フィルタとの間に反射膜と、拡散層とを有しており、こ
の反射膜又は拡散層の双方又はいずれか一方の端部を、
前述のシール部材と実質的に接触させてあると良い。
【００２０】このようにすると、さらに、確実にアクテ
ィブ領域内の表示品質を、保つことができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、図を参照して、この発明の
実施の形態について、説明する。なお、図中、各構成成
分の大きさ、接続関係、形状及び配置関係は、この発明
が理解できる程度に概略的に示してあるにすぎず、した
がって、この発明は、図示例に限定されるものではな
い。
【００２２】まず、この発明の液晶表示装置の、概略的
な製造方法について説明する。
【００２３】一般的に、液晶表示装置の製造工程は、下
記の４つの工程を含んでいる。
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【００２４】
①  フォトマスク（マスクスクリーン）形成工程
②  カラーフィルタ形成工程
③  透明電極パターニング工程
④  貼合せ工程
次に、これら工程の具体的な説明をする。
【００２５】①  フォトマスク（マスクスクリーン）形
成工程は、一般に、設計図面或いはＣＡＤデータに基づ
いてフォトマスクを作製する工程である。通常は、マス
ターマスクを作製後、フォトリソグラフィによりこの工
程用のフォトマスク（マスクスクリーン）を複製して作
製する。
【００２６】②  カラーフィルタ形成工程は、染色法、
電着法、印刷法、転写法などによって、カラーフィルタ
膜を、透明基板、例えばガラス基板上に形成する工程で
ある。
【００２７】③  透明電極パターニング工程は、透明基
板上に、所定の対向電極、例えばＩＴＯ電極パターンを
形成する工程である。一般的には、まず基板全面にスパ
ッタリング等でアルカリ防止膜を形成し、次にＩＴＯ膜
を形成した後フォトリソグラフィ工程、エッチング工程
を経て、所定のパターンにＩＴＯ膜を加工する。
【００２８】④  貼合せ工程は、対向する透明基板（対
向基板という）ガラス基板を接着、すなわち固定する工
程である。この対向する透明基板間の、液晶層の厚み
（セルギャップ）を均一にするための均一な径の粒子の
スペーサを、この対向する透明基板間すなわちセル内に
散布する。そして、一方のＩＴＯ電極基板には、両方の
基板を接着、すなわち固定するためのシール剤を両基板
の周辺領域にて印刷する。その後、光学的なアラインメ
ントをとり、両方の基板を貼合せる。そして、この両方
の基板を、加圧及び加熱により一定の隙間に制御したあ
と、シール部材すなわちシール剤を最終的に硬化させ
る。これにより、カラーフィルタ基板と対向基板とが対
向に配設される。
【００２９】図１は、上記の製造工程を経た液晶表示装
置の構成を概略的に示す図である。尚、この図１は、液
晶表示装置を透明基板に対して垂直な面において切断し
た断面図である。この図１を参照して、この発明の液晶
表示装置の液晶表示パネルを、具体的に説明する。尚、
透明基板として、ガラス基板を用いた例につき説明す
る。
【００３０】まず、図１に示す構成例では、対向基板用
ガラス基板１０ａの上にＩＴＯ膜１２ａが形成されてい
る。一方のカラーフィルタ用ガラス基板１０ｂ（図中、
下側に示されている）は、ガラス基板１０ｂとＩＴＯ膜
１２ｂとの間に、カラーフィルタ１４が形成されてい
る。ここでは、アクティブ領域外にも、アクティブ領域
と同様のカラーフィルタ１４が形成されている。これ
ら、１対のガラス基板１０ａ及び１０ｂとは、これらガ
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5
ラス基板１０ａ、１０ｂに実質的に直交するように配設
されたシール部材、すなわちシール剤１６によって互い
に平行になるように貼合されている。このシール剤１６
は、両基板１０ａ、１０ｂの周辺領域に設けられてい
て、これら両基板１０ａ、１０ｂと、シール剤１６とに
よって画成された空間、すなわちセルに、液晶２と、ス
ペーサ１８とが注入されて、封止されている。そして、
シール剤１６と、カラーフィルタ１４及びＩＴＯ膜１２
ｂの端部との距離Ｄ０を、実質的にスペーサ１８の平均
半径Ｒ０よりも短くする。このようにすると、カラーフ
ィルタ１４の段差の影響を受けることが、実質的に無く
なるので、アクティブ領域内の表示品質を、確実に保つ
ことができる。
【００３１】以下に、実施例につき説明する。
【００３２】（第一の実施例）前述した図１を参照し
て、この第一の実施例を説明する。
【００３３】まず、洗浄されたガラス基板１０ａ及び１
０ｂを、予め用意する。一方は、カラーフィルタ１４が
形成されるガラス基板１０ｂであり、他方は、カラーフ
ィルタ１４を形成しないガラス基板１０ａである。ま
ず、カラーフィルタ１４が形成されないガラス基板１０
ａについて、述べる。
【００３４】洗浄されたガラス基板１０ａに、対向電極
膜を形成する。この対向電極膜として、対向ＩＴＯ膜１
２ａを用いた。そして、このＩＴＯ膜１２ａ上にスペー
サ１８を散布した。尚、このスペーサ１８の粒径（直径
に相当する）は、平均４乃至５μｍ程度である。また、
材質は、シリカを主成分とする。
【００３５】次に、カラーフィルタ１４が形成されるガ
ラス基板１０ｂについて述べる。
【００３６】洗浄されたガラス基板１０ｂに、カラーフ
ィルタ１４をフォトリソグラフィ技術を用いて形成す
る。尚、この時の膜厚は、約１μｍとする。また、カラ
ーフィルタ１４をアクティブ領域外にまで延在させて形
成しておく。このカラーフィルタ１４上に、共通透明電
極膜として共通ＩＴＯ膜１２ｂを形成する。そして、封
止剤として、シール剤１６を、アクティブ領域外のガラ
ス基板１０ｂの周辺領域に印刷する。尚、この時に、カ
ラーフィルタ１４の端部とシール剤１６との最短距離Ｄ
０が、スペーサの半径Ｒ１、好ましくは、スペーサの平
均半径Ｒ０よりも短くなるように、シール剤１６を形成
する。好ましくは、カラーフィルタ１４と、共通ＩＴＯ
膜１２ｂとが実質的に接触するように、シール剤１６
を、アクティブ領域外に印刷する。
【００３７】次に、これら、対向基板１０ａと、カラー
フィルタ基板１０ｂとを貼合せる、つまり光学的なアラ
イメントを用いてそれぞれのガラス基板１０ａ、１０ｂ
を貼合せる。そして、セルギャップを所望の距離に制御
して、シール剤１６の本硬化処理を行った。図２は、カ
ラーフィルタ１４の端部とシール剤１６とを接触させて
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形成した液晶表示装置のパネルの要部の構成例を示す概
略的断面図である。
【００３８】このようにして、得られたセルを液晶表示
装置に実装し、表示ムラの発生を確認したところ、実質
的に、表示ムラは無かった。
【００３９】したがって、アクティブ領域内の表示品質
を、確実に保つことができた。
【００４０】（第二の実施例）図３は、この第二の実施
例を具体的に示す図である。尚、この図３は、液晶表示
装置をガラス基板に対して垂直な面において切断した断
面図である。この図３を参照して、第二の実施例の液晶
表示装置を、具体的に説明する。尚、第一の実施例と重
複する場合の説明は省略することもある。
【００４１】まず、洗浄されたガラス基板１０ｂに、反
射膜２２をスパッタ装置を用いて形成する。この反射膜
２２の膜厚は、約数１００Åとする。そして、その上に
カラーフィルタ１４をフォトリソグラフィ技術を用いて
形成する。尚、この時の膜厚は、約１μｍとする。ま
た、カラーフィルタ１４をアクティブ領域外にまで延在
させて形成しておく。好ましくは、図３に示すように、
この反射膜２２の端部を、シール剤１６に、実質的に接
触させてあると良い。
【００４２】このようにして、得られたセルを液晶表示
装置に実装し、表示ムラの発生を確認したところ、実質
的に、表示ムラは無かった。
【００４３】したがって、アクティブ領域内の表示品質
を、確実に保つことができた。
【００４４】（第三の実施例）図４は、この第三の実施
例を具体的に示す図である。尚、この図４は、液晶表示
装置をガラス基板に対して垂直な面において切断した断
面図である。この図４を参照して、第三の実施例の液晶
表示装置を、具体的に説明する。
【００４５】洗浄されたガラス基板１０ｂに、入射光を
反射させるための反射膜２２をスパッタ装置を用いて形
成する。この反射膜２２の膜厚は、約数１００Åとす
る。そして、その上に、視野角を向上するために拡散層
２４をリソグラフィ技術を用いて形成する。この拡散層
２４の膜厚は、約数μｍとする。さらに、その上に、フ
ォトリソグラフィ技術を用いてカラーフィルタ１４を形
成する。尚、この時の膜厚は、約１μｍとする。また、
カラーフィルタ１４をアクティブ領域外にまで延在させ
て形成しておく。好ましくは、図４に示すように、これ
ら反射膜２２の端部と、拡散層２４の端部とを、シール
剤１６に、実質的に接触させてあると良い。
【００４６】このようにして、得られたセルを液晶表示
装置に実装し、表示ムラの発生を確認したところ、実質
的に、表示ムラは無かった。
【００４７】したがって、アクティブ領域内の表示品質
を、確実に保つことができた。
【００４８】（第四の実施例）図５は、この第四の実施
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例を具体的に示す図である。尚、この図５は、液晶表示
装置をガラス基板に対して垂直な面において切断した断
面図である。この図５を参照して、第四の実施例の液晶
表示装置を、具体的に説明する。
【００４９】洗浄されたガラス基板１０ｂに、視野角を
向上するために拡散層２４をリソグラフィ技術を用いて
形成する。この拡散層２４の膜厚は、約数μｍとする。
さらに、その上に、フォトリソグラフィ技術を用いてカ
ラーフィルタ１４を形成する。尚、この時の膜厚は、約
１μｍとする。また、カラーフィルタ１４をアクティブ
領域外にまで延在させて形成しておく。好ましくは、図
５に示すように、この拡散層２４の端部を、シール剤１
６に、実質的に接触させてあると良い。
【００５０】このようにして、得られたセルを液晶表示
装置に実装し、表示ムラの発生を確認したところ、実質
的に、表示ムラは無かった。
【００５１】したがって、アクティブ領域内の表示品質
を、確実に保つことができた。
【００５２】（第五の実施例）図６は、この第五の実施
例を具体的に示す図である。尚、この図６は、液晶表示
装置をガラス基板に対して垂直な面において切断した断
面図である。この図６を参照して、第五の実施例の液晶
表示装置を、具体的に説明する。
【００５３】洗浄されたガラス基板１０ｂに、視野角を
向上するために拡散層２４をリソグラフィ技術を用いて
形成する。この拡散層２４の膜厚は、約数μｍとする。
そして、その上に、入射光を反射させるための反射膜２
２をスパッタ装置を用いて形成する。この反射膜２２の
膜厚は、約数１００Åとする。さらに、その上に、フォ
トリソグラフィ技術を用いてカラーフィルタ１４を形成
する。尚、この時の膜厚は、約１μｍとする。また、カ
ラーフィルタ１４をアクティブ領域外にまで延在させて*
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*形成しておく。好ましくは、図６に示すように、これら
拡散層２４の端部と、反射膜２２の端部とを、シール剤
１６に、実質的に接触させてあると良い。
【００５４】このようにして、得られたセルを液晶表示
装置に実装し、表示ムラの発生を確認したところ、実質
的に、表示ムラは無かった。
【００５５】したがって、アクティブ領域内の表示品質
を、確実に保つことができた。
【００５６】
【発明の効果】上述した説明から明らかなように、この
発明の液晶表示装置によれば、段差のない、ＩＴＯ電極
を、基板の上に作製、すなわち形成できるので、アクテ
ィブ領域内の表示品質を、実質的に確実に保つことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】液晶表示装置の構成図である。
【図２】第一の実施例に共する図である。
【図３】第二の実施例に共する図である。
【図４】第三の実施例に共する図である。
【図５】第四の実施例に共する図である。
【図６】第五の実施例に共する図である。
【図７】従来技術の構成を示す図である。
【符号の説明】
２：液晶
１０ａ、１０ｂ：ガラス基板
１２ａ、１２ｂ：ＩＴＯ膜
１４：カラーフィルタ
１６：シール剤
１８：スペーサ
２２：反射膜
２４：拡散層

【図１】 【図２】

【図３】
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